
 

 

 

 

 

 

  「感染症有事に見るわが国のガバナンス」 

 

 

日本経営同友倶楽部月例会  
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（国及び地方公共団体の責務）

第三条 （略）

２・３ （略）

４ 国は、大規模感染症流行時（感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがある場合をいう。以下同じ。）において、国国民の生命及び

健康を保護する固有の使命を有することから、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対

処し、国全体として万全の措置を講ずるよう努めなければならない。５ 地方公共団体は、大

規模感染症流行時における当該地方公共団体の住民の生命及び健康の保護に関して、国の方

針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うよう努めなければならない。
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